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国保・年金

国
民
健
康
保
険
は
、
他
の
医
療
制

度
に
加
入
で
き
な
い
方
に
お
入
り
い

た
だ
く
医
療
保
険
制
度
で
す
。
現
在
、

国
民
健
康
保
険
に
加
入
い
た
だ
い
て

い
る
方
で
も
、
所
得
や
生
計
維
持
関

係
の
状
況
に
よ
っ
て
、
ご
家
族
の
社

会
保
険
等
の
扶
養
に
入
れ
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。

次
に
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
方
は
、

一
度
ご
家
族
の
お
勤
め
先
に
ご
相
談

く
だ
さ
い
。
相
談
の
結
果
、
社
会
保

険
等
の
扶
養
に
入
ら
れ
た
方
は
、
忘

れ
ず
に
国
民
健
康
保
険
の
喪
失
手
続

き
を
お
願
い
し
ま
す
。

■
60
歳
未
満
の
人

年
間
収
入
が
130
万
円
未
満

■
60
歳
以
上
の
人(

公
的
年
金
受
給
者)

年
間
収
入
が
180
万
円
未
満

■
障
害
を
支
給
事
由
と
す
る
公
的
年

金
の
給
付
を
受
け
て
い
る
人

年
間
収
入
が
180
万
円
未
満

※
年
間
収
入
の
捉
え
方(

期
間
等)

は
社

会
保
険
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。

※
加
入
保
険
に
よ
り
扶
養
の
認
定
基

準
は
異
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

扶
養
に
入
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て

勤
務
先
で
の
保
険
料
が
変
わ
る
こ
と

は
あ
り
ま
せ
ん
。

老
齢
や
退
職
に
よ
る
年
金
は
、
所

得
税
法
上
「
雑
所
得
」
と
し
て
所
得

税
が
課
せ
ら
れ
ま
す
。
課
税
の
対
象

と
な
る
方
に
は
、
社
会
保
険
業
務
セ

ン
タ
ー
よ
り
「
扶
養
親
族
等
申
告
書
」

を
送
付
し
て
い
ま
す
の
で
必
ず
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。
提
出
が
な
い
場
合

は
各
種
控
除
が
受
け
ら
れ
ず
、
所
得

税
が
多
く
徴
収
さ
れ
る
こ
と
に
な
り

ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

な
お
、
次
の
方
は
課
税
対
象
で
は

な
い
た
め
、「
扶
養
親
族
等
申
告
書
」

を
送
付
し
て
い
ま
せ
ん
。

①
障
害
年
金
ま
た
は
遺
族
年
金
を
受

け
て
お
ら
れ
る
方

②
老
齢
年
金
を
受
け
て
お
ら
れ
る
65

歳
未
満
の
方
で
、
年
金
額
が
108
万

円
未
満
の
方

③
老
齢
年
金
を
受
け
て
お
ら
れ
る
65

歳
以
上
の
方
で
、
年
金
額
が
158
万

円
未
満
の
方

社
会
保
険
事
務
所
で
は
一
日
社
会
保

険
相
談
所
を
開
催
し
て
い
ま
す
。
ぜ

ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

な
お
、
相
談
に
お
越
し
い
た
だ
く

方
の
待
ち
時
間
を
解
消
す
る
た
め
、

予
約
制
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
今
月

の
実
施
内
容
は
次
の
と
お
り
で
す
。

【
相
談
日
時
】

12
月
21
日
（
木
）

午
前
10
時
〜
午
後
４
時

【
実
施
場
所
】

長
浜
商
工
会
議
所

【
相
談
内
容
】

・
国
民
年
金
、
厚
生
年
金
の
加
入
期

間
の
確
認

・
年
金
見
込
額
の
試
算

・
年
金
裁
定
請
求
書
等
の
受
付

・
国
民
年
金
保
険
料
に
関
す
る
こ
と

※
申
込
み
は
一
週
間
前
ま
で
に

※
予
約
い
た
だ
い
た
方
に
は
予
約
受

付
表
（
ハ
ガ
キ
）
を
お
送
り
し
ま

す
。

国
民
健
康
保
険
は
加
入
者
の
保
険

料
と
国
・
県
の
補
助
金
等
に
よ
り
運

営
さ
れ
て
い
ま
す
。
保
険
料
は
あ
な

た
の
医
療
費
を
賄
う
貴
重
な
財
源
で

あ
り
、
保
険
料
を
滞
納
さ
れ
ま
す
と

国
保
運
営
に
深
刻
な
影
響
を
及
ぼ
し

ま
す
。
必
ず
納
期
限
ま
で
に
納
め
て

く
だ
さ
い
。
万
が
一
納
め
忘
れ
の
あ

る
方
は
早
急
に
納
め
て
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
納
付
に
は
口
座
振
替
が
確

実
で
便
利
で
す
。
一
度
手
続
き
を
し

て
い
た
だ
け
れ
ば
、
毎
回
自
動
的
に

引
き
落
と
さ
れ
ま
す
の
で
、
納
め
忘

れ
が
あ
り
ま
せ
ん
。
ぜ
ひ
利
用
し
て

く
だ
さ
い
。

な
お
、
平
成
18
年
中
に
納
め
て
い

た
だ
い
た
国
民
健
康
保
険
料
は
、
平

成
18
年
所
得
の
申
告
に
社
会
保
険
料

控
除
と
し
て
使
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

市
が
発
注
す
る
建
設
工
事
や
委
託

業
務
の
ほ
か
、
市
が
購
入
す
る
物
品

に
つ
い
て
、
平
成
19
年
度
の
入
札
参

加
資
格
審
査
申
請
を
受
付
け
ま
す
。

そ
れ
ぞ
れ
の
受
付
期
間
は
次
の
と

お
り
で
す
。

○
市
が
購
入
す
る
物
品

【
受
付
期
間
】

平
成
19
年
１
月
10
日
（
水
）

〜
31
日
（
水
）

○
市
が
発
注
す
る
建
設
工
事
、
委
託

業
務
（
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
な
ど
）

【
受
付
期
間
】

平
成
19
年
２
月
１
日
（
木
）

〜
16
日
（
金
）

な
お
、
申
請
用
紙
は
12
月
20
日
か

ら
配
付
し
ま
す
が
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
に
も
掲
載
し
ま
す
の
で
、
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
も
で
き
ま
す
。

平
成
18
年
12
月
31
日
を
基
準
日
と

し
て
工
業
統
計
調
査
が
実
施
さ
れ
ま

す
。こ

の
調
査
は
、
製
造
業
を
営
む
事

業
所
を
対
象
と
し
て
、
そ
の
活
動
実

態
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と

し
て
い
ま
す
。

調
査
結
果
は
、
国
や
市
な
ど
の
行

政
施
策
の
重
要
な
基
礎
資
料
と
し
て

利
用
さ
れ
る
と
と
も
に
、
企
業
、
大

学
な
ど
で
の
研
究
資
料
、
小
・
中
・

高
等
学
校
の
教
材
な
ど
、
広
く
利
用

さ
れ
て
い
ま
す
。

平
成
18
年
12
月
下
旬
か
ら
平
成
19

年
１
月
に
か
け
て
調
査
員
が
各
事
業

所
に
お
伺
い
し
ま
す
の
で
、
調
査
票

へ
の
記
入
と
提
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

な
お
、
調
査
票
に
記
入
い
た
だ
い

た
内
容
は
統
計
法
に
基
づ
き
秘
密
が

厳
守
さ
れ
ま
す
の
で
、
正
確
な
記
入

を
お
願
い
し
ま
す
。

所
在
地
　
　
　
　
　
　
　
樹
種

【
浅
井
地
域
】

天
満
宮
（
郷
野
町
）

イ
チ
ョ
ウ

神
明
神
社
（
小
野
寺
町
）
杉

岡
@
神
社
（
北
ノ
郷
町
）
杉

番
場
（
野
村
町
）

ケ
ヤ
キ

素
盞
鳴
命
神
社（
上
野
町
）
藤
・
杉

岩
神
神
社
（
北
野
町
）

杉

【
び
わ
地
域
】

東
雲
寺
（
川
道
町
）

松

安
楽
寺
（
細
江
町
）

松

西
照
寺
（
八
木
浜
町
）

イ
ブ
キ

南
濱
神
社
（
南
浜
町
）

イ
チ
ョ
ウ

番
場
（
野
村
町
）
の
ケ
ヤ
キ

お
問
い
合
わ
せ
は
、
市
保
険
年

金
課
　
保
険
医
療
係
（
7
X
６
５

１
２
）、
保
険
料
係
（
7
X
６
５
１

７
）、
浅
井
支
所
市
民
生
活
課
（
7

a
４
３
５
３
）、
び
わ
支
所
市
民
生

活
課
（
7
_
５
２
５
３
）
へ
。

お
問
い
合
わ
せ
は
、
住
み
よ
い

緑
の
ま
ち
づ
く
り
の
会
事
務
局

《
都
市
計
画
課
内
》
（
7
X
６
５

４
１
）
へ
。

お
問
い
合
せ
は
、
市
総
務
課

（
7
X
６
５
０
３
）
へ
。

申
請
、
お
問
い
合
せ
は
、
市
契

約
検
査
課
（
7
X
６
５
０
７
）
へ
。

社
会
保
険
等
の

扶
養
に
入
れ
る
か

ご
確
認
を
！

国
民
健
康
保
険
か
ら
の
お
知
ら
せ

国
民
年
金
か
ら
の
お
知
ら
せ

国
民
健
康
保
険
料
の
納
め
忘
れ
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？

11
月
１
日
〜
12
月
31
日
は
国
民
健
康
保
険
料
納
付
強
調
月
間
で
す
。

年
金
に
も
税
金
が
か
か
り
ま
す

「
扶
養
親
族
等
申
告
書
」
の
提
出
を
お
忘
れ
な
く

〜
予
約
制
で
実
施
中
〜

ご
利
用
く
だ
さ
い
！
一
日
社
会
保
険
相
談
所

お
問
い
合
せ
は
、
滋
賀
社
会
保

険
事
務
局
彦
根
事
務
所
年
金
給
付

課
（
7
０
７
４
９
―
２
３
―
１
１

１
６
）
へ
。

予
約
の
申
し
込
み
は
、
滋
賀
社

会
保
険
事
務
局
彦
根
事
務
所
予
約

専
用
ダ
イ
ヤ
ル
（
7
０
７
４
９
―

２
３
―
５
４
８
９
）
へ
。

新
た
に
指
定
の
保
存
樹

製
造
事
業
者
の
み
な
さ
ん
へ

工
業
統
計
調
査
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

「
保
存
樹
」
事
業
は
、
樹
齢
を
重
ね

て
市
民
の
暮
ら
し
に
安
ら
ぎ
と
潤
い

を
与
え
て
く
れ
る
樹
木
を
保
護
・
育

成
し
、
子
々
孫
々
ま
で
大
切
に
守
り

伝
え
て
い
こ
う
と
い
う
も
の
で
す
。

今
回
は
、
ま
だ
保
存
樹
の
指
定
の

な
か
っ
た
浅
井
・
び
わ
地
域
を
対
象

に
、
次
の
10
か
所
を
指
定
し
ま
し
た
。

歳
末
た
す
け
あ
い
運
動
の
一
環
と

し
て
、
次
の
事
業
を
支
援
し
ま
す
。

○
福
祉
施
設
・
団
体
等
歳
末
行
事
支

援
事
業

【
助
成
対
象
】
市
内
の
無
認
可
福
祉
施
設

や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
等
の
福

祉
団
体
（
地
区
社
協
・
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
・
Ｎ
Ｐ

Ｏ
法
人
等
）
が
、
歳
末
に

実
施
す
る
交
流
事
業
等

【
助
成
額
】
５
万
円
以
内

○
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
支
援
事
業
　

【
助
成
対
象
】
市
内
で
活
動
す
る
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
団
体
が
、
そ
の
活

動
を
充
実
す
る
た
め
に
必

要
な
機
材
等
の
購
入
費

【
助
成
額
】
機
材
購
入
に
要
す
る
経
費

の
3/4
、（
上
限
５
万
円
）

○
申
請
期
限
は
い
ず
れ
も
12
月
15
日

（
金
）
ま
で

お
問
い
合
せ
は
、
長
浜
市
社
会

福
祉
協
議
会
地
域
福
祉
課
（
7
U

１
８
０
４
）
へ
。
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